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療
費
の
患
者
負
担
は
原
則
３

割
で
残
り
は
医
療
保
険
で
カ

バ
ー
さ
れ
る
が
、
入
院
や
手

術
な
ど
を
す
る
と
３
割
で
も
負
担
は
高

額
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
１
カ
月
当
た

り
の
自
己
負
担
限
度
額
を
一
定
の
範
囲

に
抑
え
る
「
高
額
療
養
費
制
度
」
が
設

け
ら
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
差
額
ベ
ッ

ド
代
や
食
事
代
な
ど
は
別
途
負
担
す
る

必
要
が
あ
る
）。

　
こ
の
高
額
療
養
費
制
度
の
自
己
負
担

限
度
額
が
今
年
１
月
か
ら
改
正
さ
れ
、

い
ま
ま
で
所
得
に
応
じ
て
３
段
階
だ
っ

た
自
己
負
担
は
５
段
階
に
細
分
化
さ
れ

た
。
低
所
得
層
の
自
己
負
担
限
度
額
が

引
き
下
げ
ら
れ
る
一
方
、
高
所
得
層
の

自
己
負
担
限
度
額
は
引
き
上
げ
ら
れ
て

い
る
。

　
特
に
、
年
収
約
１
１
６
０
万
円
以
上

の
会
社
員
（
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
）

に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
月
15
万
円
ほ

ど
で
よ
か
っ
た
自
己
負
担
が
一
気
に
25

万
円
ほ
ど
へ
と
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
も
し
病
気
や
事
故
で
３
カ
月

入
院
し
た
場
合
、
自
己
負
担
は
保
険
診

療
分
だ
け
で
最
大
75
万
円
超
、
差
額
ベ

ッ
ド
代
や
雑
費
な
ど
諸
々
を
加
え
れ
ば

１
０
０
万
円
超
と
な
り
得
る
。
対
象
者

は
貯
蓄
や
保
険
は
十
分
か
見
直
し
が
必

要
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
近
年
の
税
・
社
会
保
障
制
度
の
改
正

は
、
給
与
所
得
控
除
の
縮
小
、
児
童
手

当
と
高
校
無
償
化
の
所
得
制
限
な
ど
年

収
１
０
０
０
万
円
前
後
で
線
引
き
し
、

そ
れ
以
上
の
高
所
得
層
に
負
担
増
を
求

め
る
改
正
が
相
次
い
で
い
る
（
本
誌
２

０
１
４
年
５
月
３
・
10
日
合
併
号
特
集

「
年
収
１
０
０
０
万
円
の
不
幸
」
参
照
）。

　
厳
し
い
財
政
事
情
の
下
、
高
齢
化
に

伴
う
社
会
保
障
費
の
増
大
を
少
し
で
も

抑
制
す
る
た
め
、
年
収
１
０
０
０
万
円

層
に
は
自
己
の
貯
蓄
や
民
間
の
保
険
で

カ
バ
ー
す
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
「
自
助

努
力
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

Data

またも狙い撃ちされる
年収1000万円超世帯
自助努力が不可欠

年収約1160万円以上の被保険者の医療費の自己負担限度額
（2015年1月～）

医療費の自己負担限度額

数
語

字

る

は
大和総研金融調査部
研究員

是枝俊悟

目安の年収区分 2014年12月まで 2015年1月から

① 約1160万円～
150,000円+1％

252,600円+1％ ⬆⬆  

② 約770万～約1160万円 167,400円+1％ ⬆⬆  

③ 約370万～約770万円
80,100円+1％

80,100円+1％

④ ～約370万円（⑤を除く） 57,600円 ⬇⬇

⑤ 住民税非課税 35,400円 35,400円
＊目安の年収区分は厚生労働省によるもの。「+1％」は、限度額超
過分医療費の1％が自己負担となるという意味。組合独自の付加給
付・多数回該当時の特例は考慮しない。大和総研作成

70歳未満の医療費自己負担限度額（月額）の一覧

月25万2600円
＋限度額超過分医療費の1％

医


